
法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 営業所 547970 笠岡小平井簡易郵便局 ○ 岡山県笠岡市吉田７－１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 311180 国府郵便局 - 石川県小松市河田町ヌ３８－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 311180 国府郵便局 - 石川県小松市河田町ヌ３９－５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 457920 高取丹生谷簡易郵便局 ○ 奈良県高市郡高取町丹生谷９１０ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 538150 出雲塩冶有原簡易郵便局 ○ 島根県出雲市塩冶有原町１－３３－２ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 557120 小野田浜河内簡易郵便局 ○ 山口県山陽小野田市小野田浜河内３０９６ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 557120 小野田浜河内簡易郵便局 ○ 山口県山陽小野田市小野田３０９６ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 648160 横畠簡易郵便局 ○ 高知県高岡郡越知町横畠中１９２２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 648160 横畠簡易郵便局 ○ 高知県高岡郡越知町横畠中１９２２－３ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 718660 内ノ原簡易郵便局 ○ 熊本県天草市久玉町２７５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 718660 内ノ原簡易郵便局 ○ 熊本県天草市久玉町２７５ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 788360 姶良ニュータウン簡易郵便局 ○ 鹿児島県姶良市西姶良３－１９－１０ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 977270 深川西簡易郵便局 ○ 北海道深川市三条１－２７ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 977270 深川西簡易郵便局 ○ 北海道深川市３条１－２７ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 547600 美作栄町簡易郵便局 ○ 岡山県美作市栄町１２２－１０ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 547600 美作明見簡易郵便局 ○ 岡山県美作市明見３４５－３０ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 830140 大槌郵便局 -
岩手県上閉伊郡大槌町大槌第１５地割迫田４８
－３

○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 830140 大槌郵便局 - 岩手県上閉伊郡大槌町末広町１－２４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

H30.6.4 移転・改称 -

H30.6.4 移転 -

H30.6.1 住居表示変更 -

H30.6.1 契約締結 -

H30.6.1 業務変更 -

H30.6.1 住居表示変更 -

H30.6.1 住居表示変更 -

H30.6.1 契約解除 -

H30.6.1 契約解除 -

H30.4.19 契約解除 -

H30.6.1 住居表示変更 -

別紙



法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 838200 大ヶ口簡易郵便局 ○ 岩手県上閉伊郡大槌町大ケ口１－２０－３２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 240000 乗鞍山頂簡易郵便局 ○ 岐阜県高山市丹生川町岩井谷乗鞍岳１２２３ ○ ○ × × × × -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 857110 次年子簡易郵便局 ○ 山形県北村山郡大石田町次年子１７４８ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 810770 若林郵便局 - 宮城県仙台市若林区南小泉梅木４３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 810770 若林郵便局 - 宮城県仙台市若林区かすみ町１７－４４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 033140 本庄七軒町郵便局 - 埼玉県本庄市駅南１－４－１１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 033140 本庄早稲田駅前郵便局 - 埼玉県本庄市早稲田の杜２－１－７５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 212460 永和郵便局 - 愛知県愛西市大井町弥八６ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 212460 永和郵便局 - 愛知県愛西市鰯江町郷裏１０３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 322070 魚津双葉郵便局 - 富山県魚津市双葉町１－１７ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 797070 荒木簡易郵便局 ○ 鹿児島県大島郡喜界町荒木３０５ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 847430 沖田面簡易郵便局 ○ 青森県三戸郡南部町沖田面久保５０ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

    「関連保険会社」を記入すること。その他届出時の状況に応じて備考欄に記入すること。

H30.6.30 契約解除 -

H30.6.30 契約解除 -

H30.6.11 契約締結 -

H30.6.10 契約締結 -

H30.6.4 契約締結 -

注１　郵便局及び会社の営業所の別に整理すること。
　２　当該郵便局又は当該営業所が簡易郵便局である場合は、「簡易郵便局」の欄に「○」を記入すること。
　３　所在地が第四条第五項に規定する過疎地に該当するときは、「過疎地」の欄に「○」を記入すること。
　４　(1)から(5)までについては、実施する業務には「○」、実施しない業務には「×」を各該当欄に記入すること。
　５　当該郵便局又は当該営業所に関連銀行又は関連保険会社の営業所が併設されている場合は、併設されている営業所に応じて、「関連銀行又は関連保険会社の営業所」の欄に「関連銀行」又は

H30.6.18 移転 -

H30.6.23 廃止 -

H30.6.16 住居表示変更 -

H30.6.18 移転・改称 -


